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職務のため会議に出席した者の職氏名  
  議 会 事 務 局 長  一 圓 幹 生   議会事務局書記  横 田 恵  子 

  議会事務局書記  入 野 美 紀 

市長提出議案の題目  
 議案第 ５７号 令和６年度香美市一般会計歳入歳出決算の認定について  

 議案第 ５８号 令和６年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決算の

認定について  

 議案第 ５９号 令和６年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算の

認定について  

 議案第 ６０号 令和６年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳

出決算の認定について  

 議案第 ６１号 令和６年度香美市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 議案第 ６２号 令和６年度香美市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算の認

定について  

 議案第 ６３号 令和６年度香美市簡易水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算

の認定について  

 議案第 ６４号 令和６年度香美市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算の

認定について  

 議案第 ６５号 令和７年度香美市一般会計補正予算（第４号）  

 議案第 ６６号 令和７年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第２

号） 

 議案第 ６７号 令和７年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第１

号） 

 議案第 ６８号 令和７年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）  

 議案第 ６９号 香美市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の制定について  

 議案第 ７０号 香美市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例の制定について  

 議案第 ７１号 香美市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について  

 議案第 ７２号 香美市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて  

 議案第 ７３号 香美市子ども・子育て支援法第８２条の規定による過料に関する条例

の一部を改正する条例の制定について  

 議案第 ７４号 香美市上下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制
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定について  

 議案第 ７５号 香美市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を

改正する条例の制定について  

 議案第 ７６号 香美市給水条例の一部を改正する条例の制定について  

 議案第 ７７号 香美市下水道条例の一部を改正する条例の制定について  

 議案第 ７８号 香美市過疎地域持続的発展計画の変更について  

議員提出議案の題目  
 な  し 

議事日程  
令和７年香美市議会定例会９月定例会議議事日程  

                       （審議期間第１５日目 日程第５号） 

令和７年９月１２日（金） 午前９時開議 

 日程第１ 議案第 ５７号  令和６年度香美市一般会計歳入歳出決算の認定について  

 日程第２ 議案第 ５８号  令和６年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入

歳出決算の認定について 

 日程第３ 議案第 ５９号  令和６年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入

歳出決算の認定について 

 日程第４ 議案第 ６０号  令和６年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業勘

定）歳入歳出決算の認定について  

 日程第５ 議案第 ６１号  令和６年度香美市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について  

 日程第６ 議案第 ６２号  令和６年度香美市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及

び決算の認定について  

 日程第７ 議案第 ６３号  令和６年度香美市簡易水道事業会計未処分利益剰余金の処

分及び決算の認定について  

 日程第８ 議案第 ６４号  令和６年度香美市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分

及び決算の認定について 

 日程第９ 議案第 ６５号  令和７年度香美市一般会計補正予算（第４号）  

 日程第10 議案第 ６６号  令和７年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正

予算（第２号）  

 日程第11 議案第 ６７号  令和７年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正

予算（第１号）  

 日程第12 議案第 ６８号  令和７年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号） 

 日程第13 議案第 ６９号  香美市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定について  
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 日程第14 議案第 ７０号  香美市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例の制定について  

 日程第15 議案第 ７１号  香美市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

 日程第16 議案第 ７２号  香美市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について  

 日程第17 議案第 ７３号  香美市子ども・子育て支援法第８２条の規定による過料に

関する条例の一部を改正する条例の制定について  

 日程第18 議案第 ７４号  香美市上下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について  

 日程第19 議案第 ７５号  香美市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条

例の一部を改正する条例の制定について  

 日程第20 議案第 ７６号  香美市給水条例の一部を改正する条例の制定について  

 日程第21 議案第 ７７号  香美市下水道条例の一部を改正する条例の制定について  

 日程第22 議案第 ７８号  香美市過疎地域持続的発展計画の変更について  

会議録署名議員  
 １番、有光収三君、２番、公文直樹君（審議期間第１日目に審議期間を通じ指名）  
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議事の経過  
（午前 ９時００分 開議） 

○議長（小松紀夫君）    おはようございます。ただいまの出席議員は１７人です。定

足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。  

  議事日程はお手元にお配りしたとおりでございます。 

  日程第１、議案第５７号、令和６年度香美市一般会計歳入歳出決算の認定についてか

ら、日程第１２、議案第６８号、令和７年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）まで、以上１２件を一括議題とします。  

  これらの議案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

○議長（小松紀夫君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第１３、議案第６９号、香美市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の制定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

○議長（小松紀夫君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第１４、議案第７０号、香美市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例の一部を改正する条例の制定について、本案について質疑を行います。質疑はあり

ませんか。  

  ４番、西村剛治議員。  

○４番（西村剛治君）    お伺いします。  

  この住登外者の登録を、基幹業務システムの移行に伴い、また、共通機能が設けられ

たことで実施することになっております。この一元的に住登外者の登録・管理を行う理

由は何か、登録される情報の内容はどのようなものか、また、想定される対象者はどれ

だけいるのか、お聞かせください。  

○議長（小松紀夫君）    総務課、竹﨑課長。  

○総務課長（竹﨑澄人君）    お答えいたします。  

  まず、一元的に登録・管理をする理由でございますが、住登外者の氏名・住所・生年

月日などの宛名情報が集約され、複数の対象業務システム間での情報共有が容易になる

ということでございます。  

  続きまして、登録される情報の内容ですが、基本的には、氏名・住所・生年月日・性

別等の情報です。  

  想定される対象者数ですが、こちらの詳細までは不明ですが、現在のアクロシステム

で登録されている住登外者数で考えますと、数千人程度となっております。  

  以上です。  

○議長（小松紀夫君）    ４番、西村剛治議員。  

○４番（西村剛治君）    数千人ですね、分かりました。  

  この住登外者をどのように把握し特定するのか、ちょっと自分の認識ですと、住民基

本台帳等を利用して把握するのではないかと思うんですけれども、こういったものへの
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個人情報利用、個人情報の目的外利用になるのではないかなと思うのですが、いかがで

しょうか。  

○議長（小松紀夫君）    総務課、竹﨑課長。  

○総務課長（竹﨑澄人君）    住登外者をどのように把握・特定するのかというところ

でいきますと、本人からの各種申請、また、法令に基づく他の行政機関からの通知等が

あった際に、事務処理を行う過程で住民基本台帳に記録されていないということで、住

登外者であると特定されます。  

  それと、続きまして、目的外利用にならないかというところですけれども、事務執行

のために各事務担当課が法令に基づいて他の行政機関から取得、または、本人からの申

請等により取得した個人情報でございますので、目的外利用にはならないと考えており

ます。 

  以上です。  

○議長（小松紀夫君）    ４番、西村剛治議員。  

○４番（西村剛治君）    そしたら、一気にこの住登外者を把握しようとするのではな

く、業務の中で、この方は住登外者だなと認識した段階で、その都度登録していく流れ

になるということでしょうか。  

○議長（小松紀夫君）    総務課、竹﨑課長。  

○総務課長（竹﨑澄人君）    新たな方が分かった段階で、また新しく分かってくると

いうことですが、今までにもサービスを受けている方というのは、その情報がストック

されているものと考えております。  

○議長（小松紀夫君）    ほかに質疑はありませんか。  

○議長（小松紀夫君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第１５、議案第７１号、香美市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「なし」という声あり  

○議長（小松紀夫君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第１６、議案第７２号、香美市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「なし」という声あり  

○議長（小松紀夫君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第１７、議案第７３号、香美市子ども・子育て支援法第８２条の規定による過料

に関する条例の一部を改正する条例の制定について、本案について質疑を行います。質

疑はありませんか。  

「なし」という声あり  

○議長（小松紀夫君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第１８、議案第７４号、香美市上下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正
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する条例の制定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「なし」という声あり  

○議長（小松紀夫君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第１９、議案第７５号、香美市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する

条例の一部を改正する条例の制定について、本案について質疑を行います。質疑はあり

ませんか。  

○議長（小松紀夫君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第２０、議案第７６号、香美市給水条例の一部を改正する条例の制定について、

本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「なし」という声あり  

○議長（小松紀夫君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第２１、議案第７７号、香美市下水道条例の一部を改正する条例の制定について、

本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「なし」という声あり  

○議長（小松紀夫君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  日程第２２、議案第７８号、香美市過疎地域持続的発展計画の変更について、本案に

ついて質疑を行います。質疑はありませんか。  

○議長（小松紀夫君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  以上で、日程第１、議案第５７号から、日程第２２、議案第７８号までの質疑は全て

終わりました。  

  各案件はお手元にお配りしました議案審査付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に

付託します。  

  お諮りします。付託しました各案件は９月２５日までに審査を終えるよう、期限をつ

けることにしたいと思います。これに御異議ありませんか。  

「異議なし」という声あり 

○議長（小松紀夫君）    異議なしと認めます。よって、付託の案件は９月２５日まで

に審査を終えるよう、期限をつけることに決定しました。  

  以上で、本日の日程は全て終わりました。  

  本日はこれで散会します。  

  次の会議は９月２６日午前９時３０分から開会します。  

（午前 ９時０９分 散会）  
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